
要
旨

ま
ず
手
鏡
家
（
島
根
県
出
雲
市
）
所
蔵
の
三
十
六
歌
仙
絵
三
点
（
屏
風
二
点
、
画
帖
一
点
）
の
概
要
を
報
告
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
歌

仙
絵
の
収
集
の
背
景
に
、
神
社
に
奉
納
さ
れ
、
掲
げ
ら
れ
た
歌
仙
額
を
想
定
す
る
。
山
陰
地
域
に
伝
わ
る
歌
仙
額
、
具
体
的
に
は
小
鴨
神
社

（
鳥
取
県
倉
吉
市
）
、
八
幡
神
社
（
鳥
取
県
米
子
市
）
、
出
雲
大
社
（
島
根
県
出
雲
市
）
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
る
額
を
考
察
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
所

在
の
移
動
、
補
修
・
改
修
な
ど
、
複
雑
な
伝
来
過
程
を
経
て
い
る
点
を
特
に
強
調
し
た
い
。
つ
ま
り
、
歌
仙
額
の
制
作
直
後
に
な
さ
れ
る
最
初

の
奉
納
時
に
加
え
、
後
代
の
人
物
に
よ
る
再
利
用
、
再
加
工
に
も
多
く
の
文
化
情
報
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
歌

仙
額
の
ル
ー
ツ
を
公
家
で
は
な
く
武
家
等
に
求
め
る
入
口
敦
志
氏
の
仮
説
に
敷
術
し
、
歌
仙
額
と
神
社
建
築
と
の
関
わ
り
や
そ
の
歌
合
的
な
機

能
な
ど
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
手
鏡
家
の
人
々
が
歌
仙
額
を
実
際
に
見
た
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、
「
歌
仙
額
」
と
い
う
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
文
学

素
材
の
果
た
し
た
役
割
を
、
地
方
に
お
い
て
は
際
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
手
鏡
家
の
王
朝
文
学
志
向
の
淵
源
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る
基
幹
研
究
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
の
う
ち
、
手
銭
グ
ル
ー
プ
の
研
究
成
果
と

し
て
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

山
陰
地
域
の
三
十
六
歌
仙
絵

ｌ
手
銭
家
所
蔵
資
料
を
始
発
と
し
て
Ｉ

原
豐
二
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山
陰
地
域
に
は
興
味
深
い
歌
仙
絵
ま
た
は
歌
仙
額
が
遣
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
そ
の
調
査
は
途
上
で
あ
る
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に

よ
る
基
幹
研
究
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
に
加
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
い
く
ら
か
書
け
る
こ
と
も
生
じ
て
き
た
の

で
、
こ
の
機
会
に
そ
の
報
告
を
す
る
こ
と
に
す
る
。

著
者
は
当
該
基
幹
研
究
に
お
い
て
は
手
鏡
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
る
。
手
銭
家
（
手
鏡
記
念
館
）
は
出
雲
市
大
社
町
の
旧
家
で
あ
り
、

ま
た
多
く
の
古
典
文
学
に
関
わ
る
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
。
手
鏡
家
の
蔵
書
と
そ
の
文
芸
活
動
に
つ
い
て
は
、
既
に
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

（
１
）

の
田
中
則
雄
氏
の
報
告
が
あ
り
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
言
う
「
三
十
六
歌
仙
」
は
藤
原
公
任
の
『
三
十
六
人
撰
』
の
歌
人
を
基
に
し
た
概
念
で
あ
り
、
後
の
時
代
の
別
個
の
三

十
六
歌
仙
、
な
い
し
は
百
人
一
首
の
歌
人
に
関
わ
る
意
匠
は
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
三
十
六
歌
仙
屏
風
（
Ａ
）
【
写
真
①
②
③
】

手
鏡
家
に
は
歌
仙
屏
風
が
二
点
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
制
作
年
代
が
よ
り
古
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
（
Ａ
）
と
す
る
。
こ
の

（
２
）

手
鏡
家
に
は
三
十
六
歌
仙
絵
が
三
点
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
概
要
を
記
し
た
い
。

二
、
手
銭
家
の
三
十
六
歌
仙
絵

｜
、
は
じ
め
に
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（
３
）
三
十
六
歌
仙
画
帖
【
写
真
⑦
⑧
】

こ
の
三
十
六
歌
仙
画
帖
で
あ
る
が
、
そ
の
絵
は
繊
細
で
あ
り
、
土
佐
派
を
思
わ
せ
る
描
き
ぶ
り
で
あ
る
。
一
方
、
和
歌
の
筆
跡
は
公
家

衆
に
よ
る
寄
合
書
で
、
す
べ
て
の
書
写
者
が
【
表
】
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
。
一
条
冬
経
、
勧
修
寺
宮
済
深
法
親
王
ら
の
筆
が
見
ら
れ
る

が
、
書
写
者
の
没
年
な
ど
か
ら
お
お
よ
そ
一
七
○
○
年
頃
の
成
立
と
見
て
よ
い
。
大
き
さ
は
縦
二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
二
・
七
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
六
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ま
た
表
紙
外
題
に
「
三
十
六
歌
仙
」
と
あ
る
。
こ
の
歌
仙
画
帖
で
あ
る
が
、
蔵
中
ス

（
３
）

ミ
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
歌
仙
画
帖
『
三
十
六
人
歌
仙
御
手
鏡
』
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
三
十
六
人
歌
仙
御
手
鏡
』
の
和

手
鏡
家
に
残
る
古
文
書
「
萬
日
記
・
五
番
」
（
文
化
五
年
六
月
）
に
あ
る
「
忠
助
引
越
一
途
並
び
に
婚
礼
一
途
」
の
室
内
配
置
図
に

「
此
角
歌
仙
屏
風
立
ル
」
な
ど
と
あ
り
、
（
Ａ
）
な
い
し
（
Ｂ
）
の
屏
風
が
実
際
に
使
わ
れ
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
２
）
三
十
六
歌
仙
屏
風
（
Ｂ
）
【
写
真
④
⑤
⑥
】

二
つ
目
の
屏
風
を
（
Ｂ
）
と
す
る
。
こ
ち
ら
は
江
戸
時
代
後
期
の
制
作
と
推
察
さ
れ
る
。
描
画
は
や
や
こ
じ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
。
書

風
は
野
卑
な
印
象
受
け
、
武
家
や
町
人
層
の
揮
毫
を
思
わ
せ
る
。
六
曲
一
双
・
高
さ
は
、
一
五
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
（
一
扇
）
六
四

屏
風
（
Ａ
）
は
、
江
戸
時
代
前
期
頃
の
制
作
と
推
察
さ
れ
る
。
描
画
は
ゆ
っ
た
り
と
し
、
桃
山
時
代
の
遺
風
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
書

風
に
は
そ
の
一
部
に
定
家
様
が
施
さ
れ
る
な
ど
、
公
家
衆
に
よ
る
揮
毫
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
六
曲
一
双
。
高
さ
は
一
七
三
・
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
（
一
扇
）
六
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
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（
５
）

（
１
）
小
鴨
神
社
の
三
十
六
歌
仙
額
【
写
真
⑨
⑩
】

倉
吉
市
大
宮
に
あ
る
小
鴨
神
社
の
三
十
六
歌
仙
額
は
、
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
、
現
在
の
宍
粟
市
の
山
崎
八
幡
神
社
に
宇
野
村
直
に

よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
六
面
三
十
六
人
の
歌
仙
が
、
そ
の
詠
歌
と
と
も
に
す
べ
て
描
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
現
在

は
四
面
二
十
四
人
と
な
り
、
二
面
が
失
わ
れ
て
い
る
。
一
面
の
大
き
さ
は
、
お
お
よ
そ
縦
四
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
八
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
で
あ
る
。
墨
色
の
額
縁
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
。
画
の
方
は
士
佐
派
の
末
流
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
書
に
つ
い
て
は
筆
者
不
明
だ
が
、

室
町
後
期
の
害
の
特
徴
が
表
れ
出
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
二
○
一
三
年
一
月
、
倉
吉
市
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
。

播
州
に
あ
っ
た
こ
の
額
が
小
鴨
神
社
に
移
さ
れ
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
各
地
の
戦
国
武
将
や
鳥
取
藩
主
ら
の
影
が
見
え
隠

上
記
の
よ
う
な
歌
仙
絵
が
手
袋
家
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
来
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
こ
と
に
近
隣
の
出
雲
大

社
の
宮
司
家
で
あ
る
千
家
家
や
北
島
家
が
関
わ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

歌
部
分
の
執
筆
が
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
以
前
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
制
作
年
代
は
四
十
年
ほ
ど
違
う
も
の
の
、
同
一
の
系
統
の

制
作
者
を
想
定
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

次
に
こ
の
よ
う
な
歌
仙
絵
の
収
集
に
至
る
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
歌
仙
絵
の
収
集
に
至
る
背
景
に
神
社

（
４
）

等
に
奉
納
さ
れ
た
歌
仙
額
の
存
在
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

三
、
三
十
六
歌
仙
額
の
展
開
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れ
す
る
。
こ
う
し
た
額
の
制
作
や
譲
渡
は
、
時
の
権
力
者
に
し
か
な
し
得
な
い
財
力
の
必
要
な
文
化
事
業
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

小
鴨
神
社
所
蔵
の
三
十
六
歌
仙
額
の
制
作
年
代
は
十
六
世
紀
前
半
で
あ
り
、
国
内
最
古
級
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
六
人
の
歌
仙
を
横

（
６
）

長
の
一
枚
の
額
に
描
く
な
ど
、
古
式
の
額
の
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。

裏
書
の
記
述
で
あ
る
が
、
ま
ず
左
一
番
の
板
に
「
播
州
完
粟
郡
柏
野
庄
八
幡
宮
三
十
六
員
歌
人
願
主
宇
野
豊
後
守
源
村
直
天

（
７
）

文
六
年
丁
酉
三
月
十
二
日
」
と
あ
っ
て
奉
納
の
概
要
が
わ
か
る
。
ま
た
、
左
三
番
の
板
の
裏
書
に
は
「
此
か
せ
ん
（
以
上
四
枚
二

欠
）
寛
永
九
年
八
月
十
四
日
に
大
み
や
百
■
■
■
に
参
候
便
相
と
ら
せ
申
候
」
【
写
真
⑪
】
と
あ
る
。
後
の
時
代
に
削
ら
れ
た
よ
う
で

判
読
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、
（
）
内
は
推
測
、
■
は
不
明
字
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
裏
書
は
奉
納
か
ら
だ
い
ぶ
経
過
し
た
時
期

の
も
の
で
あ
る
が
、
「
大
み
や
」
を
小
鴨
神
社
の
所
在
地
で
あ
る
「
大
宮
」
と
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
現
在
地
に
移
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
寛
永
九
年
は
烏
取
藩
に
関
わ
る
国
替
え
の
時
期
と
一
致
し
、
そ
の
こ
と
に
関
連
し
た
歌
仙
額
の
移
動
も
想
像
さ
れ
る
。
小
鴨

神
社
所
蔵
の
「
神
社
諸
殿
丼
身
元
由
緒
言
上
帳
」
（
表
紙
に
「
弘
化
二
年
巳
三
月
日
久
米
郡
井
上
雅
楽
」
と
あ
る
。
）
に
は
、
「
天

文
六
酉
年
三
月
播
磨
国
完
粟
郡
領
主
宇
野
豊
後
守
源
村
直
公
三
十
六
歌
仙
奉
納
縦
壱
尺
三
寸
横
六
尺
四
枚
」
と
あ
る
か
ら
、

遅
く
と
も
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
所
在
は
確
認
で
き
る
。

簡
潔
に
言
え
ば
、
小
鴨
神
社
の
三
十
六
歌
仙
額
は
そ
の
所
在
の
移
動
と
い
う
事
実
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歌
仙
額
が
再
生

産
の
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、
各
地
域
で
相
応
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
強
く
物
語
っ
て
い
る
。
モ
ノ
が
必
要
な
と
こ
ろ
へ

と
移
さ
れ
る
の
は
あ
る
意
味
で
原
理
の
一
つ
で
あ
る
が
、
他
の
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
一
種
の
文
化
的
枯

渇
や
そ
の
こ
と
に
起
因
す
る
執
着
の
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

（
８
）

（
２
）
八
幡
神
社
の
三
十
六
歌
仙
額
【
写
真
⑫
】
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米
子
市
東
八
幡
に
あ
る
八
幡
神
社
の
三
十
六
歌
仙
額
は
、
初
代
米
子
藩
主
の
中
村
一
忠
に
よ
る
慶
長
十
年
（
一
六
○
五
）
の
奉
納
で
あ

る
。
現
存
す
る
も
の
は
、
三
十
六
枚
中
二
十
四
枚
で
、
保
存
状
態
は
剥
落
や
破
損
な
ど
で
決
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
中
村
一

忠
奉
納
後
も
幾
度
か
の
補
修
・
改
装
が
行
わ
れ
て
い
る
。
大
き
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
縦
約
五
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
三
八
セ
ン
チ
メ
ー

い
つ
ぞ
や
此
の
神
官
・
伊
豆
望
み
し
に
、
い
な
み
が
た
き
こ
と
多
く
て
、
歌
仙
の
詠
書
き
て
つ
か
は
せ
し
を
、
社
頭
に
か
け
お
き
侍
る
。

今
見
る
に
、
見
ぐ
る
し
さ
え
も
言
は
ず
。
見
ざ
ら
ん
世
ま
で
、
み
づ
か
ら
い
く
ば
く
の
恥
を
か
き
残
し
、
ま
い
て
あ
る
じ
の
心
も
、
心
っ

た
な
く
言
は
れ
な
ん
、
皆
わ
が
罪
な
り
け
り
と
、
顔
に
汗
し
、
頭
白
く
な
る
ば
か
り
悔
い
思
ふ
。

（
皿
）

墨
に
染
め
し
わ
が
つ
た
な
さ
の
筆
よ
な
ど
か
し
ら
は
白
く
な
さ
ん
と
は
す
る

額
の
裏
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
仙
額
の
作
者
は
「
荻
野
正
長
」
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
歌
仙
額
が
上
方
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
当
時
の
京
都
周
辺
に
在
住
し
た
画
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

歌
仙
額
の
裏
書
【
写
真
⑬
】
を
見
る
と
、
こ
れ
が
「
慶
長
拾
年
八
月
」
に
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
左
側
に

は
「
中
村
伯
耆
守
奇
進
之
」
と
も
あ
る
。

別
の
板
の
裏
書
【
写
真
⑭
】
で
あ
る
が
、
だ
い
ぶ
白
い
部
分
が
は
が
れ
て
い
る
。
左
下
に
は
「
竹
内
氏
目
安
敬
記
」
と
あ
り
、
こ
れ
は

元
禄
期
に
活
躍
し
た
米
子
の
歌
人
・
竹
内
時
（
自
）
安
斎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
写
真
に
は
「
元
」
の
字
が
見
え
、

（
９
）

ま
た
「
庚
」
の
字
の
一
部
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
元
禄
三
年
庚
午
（
一
六
九
○
）
に
こ
れ
が
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
歌
仙
額
は

慶
長
期
に
制
作
・
奉
納
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
実
は
元
禄
期
に
改
装
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
安
斎
の
旅
行
記
『
伯
陽
六
社
み
ち
の

記
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ト
ル
で
あ
る
。
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キ
ト
リ

殊
更
神
佛
御
信
心
遊
さ
れ
御
寄
持
成
御
事
な
り
會
見
郡
馬
場
村
八
幡
宮
の
社
へ
も
度
々
御
参
詣
有
し
と
也
神
納
の
物
今
に
残
り
中
に
も

（
マ
マ
）

歌
仙
三
拾
六
数
筆
者
は
萩
野
正
長
と
あ
り

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
八
幡
神
社
の
歌
仙
額
の
和
歌
を
書
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
歌
仙
額
の
裏
書
の
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
元
禄
期
の
補
修
は
、
こ
の
時
安
斎
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
枚
の
歌
仙
額
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
裏
側
【
写
真
⑮
】
で
あ
る
が
、
「
右
一
紀
貫
之
」
が
消
さ
れ
、
「
右
三
山
辺
赤
人
」
と

訂
正
さ
れ
て
い
る
。
次
に
表
側
の
絵
【
写
真
⑯
】
を
見
る
と
、
横
に
な
っ
た
烏
帽
子
を
か
ぶ
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
は
万
葉

歌
人
の
姿
を
し
て
お
り
、
紀
貫
之
で
は
な
く
む
し
ろ
山
辺
赤
人
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
次
の
【
写
真
⑰
】
は
、
こ
の
額
の
和
歌

部
分
。
赤
地
に
大
き
な
字
で
「
や
木
た
か
か
れ
」
「
代
の
か
け
見
ん
」
と
あ
り
、
こ
こ
は
古
い
時
期
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
紀
貫

之
の
「
大
原
や
を
し
ほ
の
山
の
小
松
原
は
や
こ
だ
か
か
れ
千
代
の
影
み
ん
」
の
歌
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
字
体
は
江
戸
初
期
の
書
風

を
思
わ
せ
、
こ
れ
は
慶
長
時
代
の
書
写
と
考
え
た
い
。
こ
れ
と
は
別
に
、
「
（
田
）
鶴
（
鳴
）
」
と
中
央
上
部
に
白
地
に
書
か
れ
て
い
る
文

字
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
書
き
換
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
山
辺
赤
人
の
「
和
歌
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き

渡
る
」
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
一
枚
目
の
裏
書
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
貫
之
の
額
を
赤
人
の
額
に
改
装
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
仙
額
が
八
幡
神
社
を
度
々
参
詣
し
て
い
た
一
忠
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
、
ま
た
そ
の
描
画
を
「
萩

（
ｕ
）

（
Ⅱ
荻
）
野
正
長
」
の
も
の
と
し
て
い
る
。

ｚ
〕
○

米
子
市
立
図
書
館
所
蔵
の
『
中
村
記
』
（
江
戸
時
代
中
期
頃
写
）
は
実
録
物
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
歌
仙
額
に
つ
い
て
の
記
述
が
残
る
。
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伯
耆
地
方
の
歌
仙
額
二
点
を
見
て
き
た
が
、
手
鏡
家
に
隣
接
す
る
出
雲
大
社
に
も
実
は
歌
仙
額
が
存
在
し
て
い
た
。
二
○
一
二
年
に
な

っ
て
初
め
て
一
般
に
公
開
さ
れ
た
も
の
で
、
京
都
国
立
博
物
館
で
そ
の
一
部
が
ま
ず
展
示
さ
れ
た
。
翌
年
の
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博

（
岨
）

物
館
で
は
全
て
の
額
が
順
次
展
示
さ
れ
た
。
こ
の
展
示
に
関
わ
る
図
録
に
全
て
の
額
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
仙
額
は
土
佐
光
起

（
一
六
○
二
～
一
六
七
四
）
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
制
作
時
期
も
自
ず
と
推
定
さ
れ
る
が
、
和
歌
部
分
の
ほ
と
ん
ど
が
削
ら
れ
て
い
る
の

が
残
念
で
あ
る
。
何
ら
か
の
改
修
を
予
定
し
て
い
た
の
か
、
な
い
し
は
和
歌
の
筆
跡
に
不
都
合
が
あ
っ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

さ
て
、
冒
頭
に
戻
る
が
、
出
雲
大
社
近
隣
に
住
ま
う
近
世
の
手
鏡
家
の
人
々
は
、
こ
の
歌
仙
額
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
断
定

的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
歌
仙
額
の
基
本
的
な
目
的
が
そ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
も
ま
た
歌
仙
額
を
見
る
環
境
に

八
幡
神
社
の
歌
仙
額
の
特
徴
は
、
度
々
の
改
修
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
歌
仙
額
そ
の
も
の
の
移
動
の
例
と
は
異
な
る

も
の
の
、
同
一
の
も
の
が
そ
の
姿
を
変
貌
し
続
け
な
が
ら
も
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
例
で
あ
る
。
慶
長
期
の
歌
仙
額
の
姿
と
元
禄
期
の
そ
れ

は
、
実
際
か
な
り
趣
の
違
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
、
全
く
新
た
な
歌
仙
額
を
制
作
す
る
と
い
う
方
法
を
選
ば
ず
に
、

同
じ
板
を
使
い
続
け
、
そ
れ
に
補
修
を
繰
り
返
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
で
は
あ
る
が
、
中
村
一
忠
と
い
う
人
物
の
奉

納
で
あ
る
事
実
に
、
後
代
の
人
々
が
執
着
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
後
の
幕
藩
体
制
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前
の
、
伯
耆
国
一
帯
を
支

配
し
た
米
子
藩
の
遺
風
を
守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
後
に
成
立
し
た
鳥
取
池
田
藩
に
対
す
る
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
一
忠
の
遺
物
と
し
て
の
「
歌
仙
額
」
は
、
た
と
え
風
雪
で
そ
の
絵
や
害
が
失
わ
れ
よ
う
と
も
、

そ
の
額
は
補
修
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
伯
耆
国
の
国
主
の
遺
物
と
し
て
、
再
生
さ
れ
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
明
治
に
な
っ
て
幕
藩
体
制
の
瓦
解
と
と
も
に
、
こ
の
額
は
理
念
的
に
不
要
と
な
り
、
社
家
の
蔵
で
永
い
眠
り
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
３
）
出
雲
大
社
の
三
十
六
歌
仙
額

伯
耆
地
方
の
歌
仙
額
二
点
を
見
一
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
雲
大
社
の
歌
仙
額
の
存
在
が
、
手
鏡
家
に
歌
仙
屏
風
や
歌
仙
画
帖
の
収
集
を
促
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

出
雲
地
方
に
は
他
に
も
、
松
江
神
社
と
佐
太
神
社
に
歌
仙
額
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
松
江
神
社
の
「
板
絵
三
十
六
歌
仙
図
額
」
は
松
江
市

の
指
定
文
化
財
で
、
松
江
東
照
宮
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
松
平
直
政
（
一
六
○
一
～
一
六
六
六
）
の
寄
進
で
、
画

（
過
）

は
狩
野
永
雲
、
書
は
山
中
外
世
で
あ
る
と
い
う
。
佐
太
神
社
の
「
三
十
六
歌
仙
絵
馬
」
は
松
平
綱
近
が
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
に
奉
納

（
ｕ
）

し
た
も
の
で
、
伝
承
に
よ
れ
ば
こ
れ
も
狩
野
永
雲
に
よ
る
画
、
山
中
通
道
に
よ
る
害
と
の
こ
と
で
あ
る
。
や
や
離
れ
る
が
、
因
幡
地
方
の

鳥
取
東
照
宮
（
旧
樗
鶏
神
社
）
の
「
三
十
六
歌
仙
額
」
は
胄
蓮
院
門
跡
尊
純
親
王
（
一
五
九
一
～
一
六
五
三
）
の
筆
、
狩
野
探
幽
（
一
六

（
胆
）

○
二
～
一
六
七
四
）
の
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
池
田
光
仲
が
慶
安
三
年
（
一
六
五
○
）
の
当
該
神
社
の
創
建
時
に
奉
納
し
た
も

山
陰
地
域
に
お
け
る
歌
仙
額
の
あ
り
様
を
少
し
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
最
も
制
作
時
期
の
古
い
小
鴨
神
社
の
歌
仙
額
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

後
代
の
移
入
で
あ
る
た
め
、
制
作
時
期
か
ら
地
域
性
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
地
域
の
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
意

味
で
最
も
古
い
の
は
八
幡
神
社
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
山
陰
地
方
の
中
で
伯
耆
地
方
に
特
に
文
化
的

先
進
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
中
村
時
代
以
前
に
こ
の
地
を
治
め
て
い
た
吉
川
広
家
（
一
六
五
一
～

一
六
二
五
）
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
文
化
・
文
芸
に
通
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
広
家
に
こ
の
よ
う
な
も
の
を
奉
納
し
た
形
成
は
な
い
。

む
し
ろ
中
村
家
の
文
化
的
後
進
性
を
補
完
す
る
よ
う
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

加
え
て
、
奉
納
者
の
わ
か
る
歌
仙
額
の
す
べ
て
が
武
家
に
よ
る
奉
納
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
東
照

宮
に
顕
著
に
示
さ
れ
る
。
山
陰
地
方
に
お
い
て
歌
仙
額
の
奉
納
と
は
、
全
般
と
し
て
徳
川
関
係
者
を
含
め
た
武
家
に
よ
る
営
為
で
あ
り
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
戦
国
時
代
や
桃
山
時
代
に
公
家
と
の
文
化
的
接
触
の
薄
か
っ
た
新
興
武
家
に
よ
る
も
の
と
ひ
と
ま
ず
見
通
し
た
い
。

○
二
～
二

の
で
あ
る
。
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い
っ
た
い
歌
仙
額
の
ル
ー
ツ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
従
来
、
公
家
文
化
の
一
つ
の
表
象
と
し
て
こ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
が
多
か
っ
た

が
、
入
口
敦
志
氏
は
、
近
年
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
山
陰
地
方
が
全
国
的
な
歌
仙
額
奉
納
と
い
う
事
象
に
お
い
て
際
立
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
け
れ
ど

も
、
山
陰
地
方
の
歌
仙
額
（
歌
仙
絵
も
）
の
調
査
が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
各
資
料

は
そ
れ
な
り
の
学
術
的
な
根
拠
と
な
る
も
の
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
独
自
の
あ
り
様
が
見
出
さ
れ
る

可
能
性
も
十
分
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
の
ル
ー
ツ
に
公
家
以
外
の
階
層
を
想
定
し
て
い
る
。
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
著
者
も
首
肯
し
た
い
と
思
う
。

以
上
か
ら
、
次
の
二
点
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
た
い
。

一
つ
は
、
歌
仙
絵
扁
額
奉
納
は
、
公
家
で
は
な
く
、
武
家
以
下
、
下
層
の
僧
侶
や
商
人
な
ど
、
和
歌
を
詠
ま
ぬ
、
あ
る
い
は
詠
め

ぬ
ひ
と
び
と
の
和
歌
奉
納
の
代
償
行
為
と
し
て
始
ま
り
、
続
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
和
歌
の
揮
毫
を
公
家
な
ど

の
能
筆
に
頼
む
の
は
、
神
仏
へ
の
恐
れ
か
ら
で
も
あ
り
、
文
字
書
か
ぬ
、
あ
る
い
は
文
字
書
け
ぬ
人
々
の
、
こ
れ
も
代
償
行
為
で
あ

（
賂
）

っ
た
。

四
、
歌
仙
額
の
ル
ー
ツ

－163－



（
Ⅳ
）

こ
ち
ら
の
見
解
も
、
山
陰
地
域
に
歌
仙
額
が
存
在
し
て
い
る
理
由
を
明
確
に
示
し
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
京
都
に
も
歌
仙
額
が
あ
る
の

だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
相
対
的
に
多
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。

歌
仙
額
は
な
ぜ
室
町
時
代
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
神
社
建
築
自
体
の
変
容
と
い
う
建
築
史
上
の
問
題
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
、
神
社
に
建
物
は
必
要
な
か
っ
た
。
御
神
体
が
自
然
物
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
最
初
に
本
殿
が
作
ら
れ
、
次
に
祭
祀
を
行
う
場
と
し
て
拝
殿
（
楼
門
や
回
廊
も
）
が
造
ら
れ
た
。
鎌
倉
時
代
初
期
に
そ
の
原
本

が
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
年
中
行
事
絵
巻
」
に
は
当
時
の
神
社
建
築
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
殿
ま
た
は
拝
殿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
も

ち
ろ
ん
今
の
よ
う
に
大
規
模
で
は
な
い
。
下
鴨
神
社
と
思
わ
れ
る
楼
門
と
回
廊
が
い
く
ら
か
豪
華
に
見
え
る
く
ら
い
だ
。
歌
仙
額
を
神
の

い
る
本
殿
に
掲
げ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
主
に
拝
殿
に
掲
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
神
社
建
築
の
歴
史
を
鑑

み
れ
ば
、
拝
殿
の
設
置
と
拡
充
に
合
わ
せ
て
、
そ
こ
に
歌
仙
額
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
室
町
時
代
こ
そ
が
拝
殿
の
拡

充
が
地
方
に
も
よ
り
広
が
り
始
め
た
時
期
で
あ
る
と
お
お
よ
そ
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
や
が
て
、
江
戸
時
代
に
入
り
、
複
数
の
歌
仙
を
一

枚
の
額
に
描
く
方
式
か
ら
、
一
歌
仙
一
額
と
い
う
方
式
へ
と
変
更
、
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
も
拝
殿
の
拡
充
の
結
果
で
あ
り
、

そ
れ
に
応
じ
る
形
で
額
自
体
も
よ
り
大
き
い
も
の
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
、
歌
合
の
空
間
を
演
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。
三
十
六
歌
仙
額
が
左
右
十
八
ず
つ
に
分

神
社
は
そ
の
地
域
の
人
々
の
集
う
場
所
。
そ
の
最
も
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
多
い
場
所
に
、
地
方
の
一
武
家
が
中
央
の
公
家

に
染
筆
し
て
も
ら
っ
た
扁
額
を
掲
げ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
武
家
が
中
央
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
と
し
て
、

地
方
の
人
々
に
受
け
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
文
学
を
絵
画
化
し
、
文
字
を
読
め
ぬ
人
々
に
も
わ
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
で
、
よ

り
い
っ
そ
う
そ
の
効
果
は
高
ま
っ
た
と
考
え
る
。
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（
肥
）

さ
ら
に
遡
れ
ば
、
歌
仙
額
の
ル
ー
ツ
は
平
安
時
代
の
制
作
が
遣
る
神
像
を
想
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
一
見
唐
突
に

感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
仏
像
の
強
い
影
響
の
下
に
作
り
出
さ
れ
た
神
像
が
、
中
世
期
に
神
画
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
理
解
の
範
囲
と
な
り
得
る
。
こ
う
し
た
神
画
の
中
に
は
板
に
描
か
れ
た
も
の
も
あ
り
、
例
え
ば
薬
師
寺
八
幡
宮
の
「
板
絵
諸

（
岨
）

神
像
」
（
寛
治
年
中
（
十
一
世
紀
末
）
制
作
、
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
補
修
）
や
宝
積
寺
の
「
板
絵
神
像
」
（
弘
安
元
年
（
一
二
八
六
）

（
別
）

制
作
）
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
横
に
長
く
そ
こ
に
複
数
の
神
画
を
描
い
て
い
て
、
初
期
の
歌
仙
額
に
共
通
す
る
形
態
を
有
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
も
の
が
や
が
て
歌
仙
額
へ
と
発
達
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

盧
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
拝
殿
に
お
い
て
歌
合
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
擬
似
的
な
歌
合
で
あ

り
、
一
種
の
空
間
演
出
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
た
め
に
歌
仙
額
に
は
「
和
歌
」
の
部
分
と
歌
仙
の
「
肖
像
」
の
両
方
が
必
要
だ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
実
在
す
る
か
の
よ
う
な
「
歌
仙
」
た
ち
が
左
右
に
分
か
れ
て
、
声
に
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
「
和
歌
」
、
つ
ま
り
朗
詠

を
演
出
す
る
の
で
あ
る
。
本
来
は
現
実
に
生
き
て
い
る
歌
人
た
ち
が
和
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
奉
納
す
る
の
が
「
奉
納
和
歌
」
で
あ
る
が
、

地
方
に
お
い
て
は
歌
人
の
数
が
少
な
く
、
そ
れ
を
必
ず
し
も
行
い
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
入
口
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
代
償
行
為
」

と
し
て
歌
仙
額
を
奉
納
し
、
「
奉
納
和
歌
」
を
擬
似
的
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
歌
人
の
多
か
っ
た
京
都
に
、
歌
仙
額
が

少
な
い
の
は
、
そ
の
必
要
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
地
方
に
歌
仙
額
が
多
い
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
当
初
の
「
代
償
行
為
」
の
意
味
を
越
え
て
、
歌
仙
額
の
制
作
と
奉
納
が
よ
り
自
律
的
に
な
っ
て
い
っ
た
面
は
考
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（
虹
）
（
魂
）

再
び
手
鏡
家
に
戻
っ
て
み
た
い
。
手
鏡
家
に
は
今
も
王
朝
文
学
に
関
わ
る
資
料
が
多
い
。
源
氏
物
語
の
屏
風
は
二
点
あ
り
、
古
筆
手
鑑

な
ど
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
家
人
た
ち
に
よ
る
和
歌
の
創
作
は
、
幕
末
期
に
最
盛
期
を
迎
え
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

（
羽
）

こ
と
が
手
鏡
家
の
み
な
ら
ず
大
社
地
域
全
体
に
及
ん
で
い
た
こ
と
も
特
に
記
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
述
べ
た
歌
仙
絵
三
点
も
一
連
の
資
料
群
と
あ
わ
せ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
ビ
ジ
ュ
ア

ル
の
文
学
が
、
実
際
の
文
芸
活
動
と
関
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
文
学
は
、
実
際

の
文
芸
活
動
を
感
覚
面
、
精
神
面
で
支
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
そ
の
淵
源
と
し
て
、
山
陰
地
域
の
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
歌
仙
額
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
歌
仙
額
と
手
鏡
家
の
資
料
と
を
結
び

つ
け
る
直
接
的
な
媒
体
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
関
連
は
踏
ま
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
地
方
の
文
芸
が
現
実
に
華
や
か

に
な
っ
て
い
く
基
盤
と
し
て
、
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
「
歌
仙
額
」
の
意
義
を
引
き
続
き
考
察
し
た
い
と
思
う
。

～

す T 注
一…

（
３
）

田
中
則
雄
「
手
銭
家
蔵
害
と
出
雲
の
文
芸
活
動
」
『
調
査
研
究
報
告
』
三
三
号
（
二
○
一
三
）
参
照
。

原
豐
二
「
「
三
十
六
歌
仙
絵
」
手
鏡
記
念
館
」
『
山
陰
中
央
新
報
』
二
○
一
二
年
八
月
十
五
日
付
は
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
三
点
の
歌

仙
絵
の
概
要
を
、
そ
の
展
示
と
あ
わ
せ
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

蔵
中
ス
ミ
解
説
『
三
十
六
人
歌
仙
御
手
鏡
』
（
エ
ム
ァ
ン
ド
エ
ッ
チ
、
一
九
八
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

五
、
再
び
手
銭
家
へ
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（
４
）
奉
納
歌
仙
額
に
つ
い
て
は
、
入
口
敦
志
「
飾
り
と
し
て
の
文
学
ｌ
肖
像
画
に
お
け
る
文
学
の
可
視
化
ｌ
」
『
文
学
・
語
学
』
一
九

九
号
（
二
○
二
）
（
同
『
武
家
権
力
と
文
学
柳
営
連
歌
、
『
帝
鑑
図
説
筐
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
一
三
）
所
収
。
）
が
最
も
よ

く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
資
料
の
提
示
に
留
ま
ら
ず
、
歌
仙
額
奉
納
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
点
で
大
変
興
味
深
い
。
内
藤
磐
・
内

藤
典
子
・
内
藤
美
奈
・
内
藤
亮
『
高
蒔
絵
三
十
六
歌
仙
額
』
（
静
学
堂
、
一
九
九
九
）
、
同
『
狩
野
松
栄
筆
三
十
六
歌
仙
絵
額

大
生
郷
天
満
宮
蔵
』
（
静
学
堂
、
二
○
○
六
）
、
同
『
住
吉
大
社
と
三
十
六
歌
仙
額
』
（
静
学
堂
、
二
○
○
九
）
は
、
ま
と
ま
っ
た

資
料
研
究
と
し
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
地
域
限
定
で
は
あ
る
が
、
『
学
術
調
査
報
告
書
Ⅵ
茨
城
の
三
十
六
歌
仙
絵
』
（
茨
城
県
立

歴
史
館
、
二
○
○
一
）
も
歌
仙
額
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
あ
り
が
た
い
。
下
原
美
保
「
愛
宕
神
社
旧
蔵
「
三
十
六
歌
仙
絵
扁
額
」

に
つ
い
て
」
『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
』
六
一
巻
（
二
○
一
○
）
は
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）

に
島
津
義
虎
に
よ
っ
て
愛
宕
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
歌
仙
額
の
報
告
で
あ
る
。
東
照
宮
に
限
っ
た
も
の
で
は
、
オ
レ
グ
・
プ
リ
ミ
ァ

ー
ニ
「
江
戸
初
期
の
東
照
宮
と
三
十
六
歌
仙
扁
額
ｌ
日
光
東
照
宮
・
久
能
山
東
照
宮
・
仙
波
東
照
宮
・
滝
山
東
照
宮
蔵
本
に
つ
い

て
ｌ
」
『
日
本
語
学
科
加
周
年
記
念
論
集
』
（
大
東
文
化
大
学
日
本
語
学
科
、
二
○
一
三
）
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
歌
仙

額
研
究
は
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
歌
仙
絵
と
徳
川
権
力
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
松
島
仁
『
徳
川
将
軍
権
力
と
狩
野
派

絵
画
ｌ
徳
川
王
権
の
樹
立
と
王
朝
絵
画
の
創
生
』
（
ブ
リ
ュ
ッ
ヶ
、
二
○
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
小
鴨
神
社
の
歌
仙
額
に
つ
い
て
は
、
小
山
勝
之
進
「
小
鴨
神
社
三
十
六
歌
仙
絵
扁
額
に
つ
い
て
」
『
郷
土
と
博
物
館
』
三
四
巻

’
二
（
通
巻
六
八
）
（
一
九
八
九
）
が
あ
り
、
基
礎
的
な
調
査
報
告
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
原
豊
二
コ
三
十
六
歌
仙
額
」
を
再

評
価
倉
吉
・
小
鴨
神
社
所
蔵
」
『
日
本
海
新
聞
』
二
○
一
二
年
二
月
九
日
付
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
一
枚
の
横
長
の
板
に
六
人
の
歌
仙
を
描
く
も
の
は
、
他
に
和
爾
賀
波
神
社
（
香
川
県
三
木
町
）
の
歌
仙
額
（
享
徳
四
年
（
一
四
五

五
）
奉
納
）
以
外
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
白
山
神
社
（
滋
賀
県
石
部
町
）
の
歌
仙
額
（
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
奉
納
）
は
一
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（
過
）
『
松
江
市
ふ
る
さ
と
文
庫
７
松
江
市
の
指
定
文
化
財
ｌ
未
来
へ
伝
え
る
松
江
の
文
化
遺
産
２
５
０
１
』
（
松
江
市
教
育
委
員
会
文

化
財
課
、
二
○
一
○
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ｍ
）
『
松
江
市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館
２
０
０
９
年
特
別
展
図
録
歌
と
佐
太
神
社
』
（
松
江
市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館
、
二
○
○

（
９
）
竹
内
時
安
斎
に
つ
い
て
は
、
原
豐
二
「
竹
内
時
安
斎
の
筆
跡
に
つ
い
て
ｌ
地
方
文
学
生
成
論
序
説
ｌ
」
『
水
門
』
二
五
号
（
勉
誠

出
版
、
二
○
一
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ⅷ
）
梅
林
武
雄
校
訂
『
伯
耆
の
元
禄
旅
日
記
伯
陽
六
社
み
ち
の
記
』
（
今
井
書
店
、
一
九
八
九
）
に
よ
っ
た
が
、
表
記
な
ど
を
改
め
た
。

（
Ⅱ
）
『
中
村
記
』
の
翻
刻
と
し
て
『
中
村
記
全
』
（
自
治
民
報
社
、
一
九
六
九
）
、
『
中
村
記
弐
』
（
稲
葉
書
房
、
一
九
七
四
）
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
近
代
写
本
か
ら
の
翻
字
で
あ
る
。

（
岨
）
『
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
特
別
展
平
成
の
大
遷
宮
出
雲
大
社
展
』
（
島
根
県
立
博
物
館
、
二
○
一
三
）
を
参
照
さ

枚
に
四
人
か
ら
五
人
の
歌
仙
を
横
に
並
べ
る
。
ま
た
、
常
陸
総
社
神
社
（
茨
城
県
石
岡
市
）
の
歌
仙
額
（
文
亀
二
年
（
一
五
○
二
）

奉
納
）
は
一
枚
に
二
人
か
ら
三
人
の
歌
仙
を
横
に
並
べ
る
。
後
代
の
歌
仙
額
は
一
歌
仙
に
つ
き
一
枚
の
額
を
用
い
る
方
法
が
定
着

し
て
ゆ
く
が
、
複
数
の
歌
仙
が
一
枚
の
額
に
描
か
れ
る
の
は
そ
の
古
い
形
式
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
７
）
宇
野
氏
は
村
上
源
氏
の
末
商
を
自
称
し
た
豪
族
。
佐
用
郡
を
本
拠
と
し
、
宇
野
（
山
田
）
則
景
を
祖
と
す
る
。
応
仁
の
乱
以
降
は
、

赤
松
氏
の
重
臣
と
し
て
活
動
す
る
。
以
降
、
六
代
約
百
年
に
わ
た
っ
て
宍
粟
郡
周
辺
を
支
配
し
、
次
第
に
赤
松
氏
か
ら
独
立
性
を

強
め
て
戦
国
領
主
に
成
長
す
る
。
天
正
八
年
（
一
五
八
○
）
、
宇
野
祐
清
の
時
に
羽
柴
秀
吉
の
攻
撃
に
よ
り
滅
亡
す
る
。

（
８
）
八
幡
神
社
の
歌
仙
額
に
つ
い
て
は
、
原
豊
二
『
八
幡
神
社
と
三
十
六
歌
仙
額
』
（
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
、
二
○
三
）
を
参

れ
た
い
。

照
さ
れ
た
い
。
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付
記
・
本
稿
は
二
○
一
二
年
十
二
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
基
幹
研
究
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
の
研
究
会
（
於
国

文
学
研
究
資
料
館
）
で
の
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
京
都
地
域
に
お
け
る
歌
仙
絵
な
ら
び
に
歌
仙
額
に
つ
い
て
は
、
藏
中
し
の
ぶ
氏
に
よ
る
京
都
新
聞
の
連
載
「
花
も
て
縁
と
せ
り
」

（
一
九
九
六
年
十
二
月
五
日
付
～
一
九
九
七
年
十
一
月
二
十
七
日
付
）
が
詳
し
い
。

（
肥
）
神
像
に
つ
い
て
は
、
「
別
冊
太
陽
神
像
の
美
」
（
平
凡
社
、
二
○
○
四
）
が
写
真
も
豊
富
で
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

（
的
）
景
山
春
樹
『
神
像
神
々
の
心
と
形
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
○
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
別
）
「
特
別
展
覧
会
神
々
の
神
道
美
術
京
都
の
神
道
美
術
」
（
産
経
新
聞
社
、
二
○
○
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
別
）
「
源
氏
物
語
屏
風
」
二
点
に
つ
い
て
は
、
原
豐
二
「
池
田
亀
鑑
前
史
ｌ
鳥
取
藩
の
国
学
と
詠
歌
の
動
向
ｌ
」
『
も
っ
と
知
り
た
い

池
田
亀
鑑
と
「
源
氏
物
語
」
』
第
１
集
（
新
典
社
、
二
○
二
）
に
写
真
を
掲
載
し
た
。

（
躯
）
手
鏡
家
に
伝
わ
る
「
古
筆
手
鑑
」
に
つ
い
て
は
、
原
豊
二
「
文
学
研
究
資
料
と
し
て
の
「
古
筆
切
」
ｌ
日
中
両
文
学
の
交
流
を
踏

ま
え
て
ｌ
」
『
長
安
都
市
文
化
と
朝
鮮
・
日
本
』
（
汲
古
書
院
、
二
○
○
七
）
で
紹
介
し
て
い
る
。

（
邪
）
芦
田
耕
一
『
山
陰
研
究
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
江
戸
時
代
の
出
雲
歌
壇
』
（
島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
○
一
二
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

へへ

1716
ー

九
）
を
参
照
さ
れ
た
い

（
咽
）
『
江
戸
開
府
４
０
０
年

注
（
４
）
の
入
口
論
文
か
ら
。

を
参
照
さ
れ
た
い
。

を
参
照
さ
れ
た
い
。

東
照
宮
展
前
期
東
照
宮
の
誕
生
ｌ
神
に
な
る
徳
川
家
康
ｌ
」
（
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
、
二
○
○
三
）
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【表】手銭家蔵三十六歌仙画帖書写者一覧

歌人 書写者 生年 没年

表左一 柿本人丸 一條前関白冬経公 1652 1705

右一 紀貫之 醍醐中納言昭尹卿 1679 1756

左二 凡河内躬恒 葉室大納言頼孝卿 1644 1709

右二 伊勢 松木大納言宗顕卿 1658 1728

左三 中納言家持 勧修寺大納言經慶卿 1644 1709

右三 山邊赤人 日野頭辨輝光朝臣 1670 1717

左四 在原業平朝臣 梅渓宰相英通卿 1650 1718

右四 僧正遍昭 西園寺中納言致季卿 1683 1756

左五 素性法師 廣幡大納言豊忠卿 1666 1737

右五 紀友則 久我大納言通誠卿 1660 1719

左六 猿丸大夫 高辻大納言豐長卿 1625 1702

右六 小野小町 正親町中納言公統卿 1668 1719

左七 中納言兼輔 石井宰相行豊卿 1653 1713

右七 中納言朝忠 飛鳥井左衛門督雅豊 1664 1712

左八 権中納言敦忠 裏松中納言意光卿 1652 1707

右八 藤原高光 梅渓中将通條朝臣 1672 1740

左九 源公忠朝臣 今出川右大将伊季卿 1660 1709

右九 壬生忠岑 石井中納言行康朝臣 1673 1727

裏左十 斎宮女御 川鰭大納言實陳卿 1635 1706

右十 大納言頼基朝臣 清水谷大納言實業卿 1648 1709

左十一 藤原敏行朝臣 山本中将公尹朝臣 1675 1747

右十一 源重之 風早中将公長朝臣 1665 1723

左十二 源宗干朝臣 高野中納言保春卿 1650 1712

右十二 源信明朝臣 中山大納言篤親卿 1656 1716

左十三 藤原清正 樋口右兵衛佐康熈朝臣 1677 1723

右十三 源順 植松宰相雅永卿 1654 1707

左十四 藤原興風 徳大寺中納言公全卿 1678 1719

右十四 清原元輔 今城中納言定經卿 1656 1702

左十五 坂上是則 園中納言基勝卿 1663 1738

右十五 藤原元真 竹屋三位光忠卿 1662 1725

左十六 ノ1,大君 櫛筍少将隆實朝臣 1676 1744

右十六 藤原仲文 日野西宰相國豊卿 1653 1710

左十七 大中臣能宣朝臣 西大路少将隆栄朝臣 1670 1717

右十七 千牛願見 廣橋右中辨兼廉 1678 1724

左十八 平兼盛 藤波左京大夫徳忠朝臣 1670 1727

右十八 中務 勧修寺宮済深親王 1671 1701
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山陰地域の三十六歌仙絵

写真①手鐡家蔵三十六歌仙屏風(A)全体（左隻）

蕊

写真②手銭家蔵三十六歌仙屏風(A)部分（凡河内躬恒）

賎'

零㎡畷

辮
識
燕
鍛
識
鍛
錬
認
識
鍛
辮
譲
織
擬
鶏
鍵
榊
鞍
諏

議謎篭言霞…
写真③手銭家蔵三十六歌仙屏風(A)部分（在原業平）

－171－



写真④手銭家蔵三十六歌仙屏風(B)全体（右隻）

写真⑤手銭家蔵三十六歌仙屏風(B)部分（伊勢）

写真⑥手銭家蔵三十六歌仙屏風(B)

部分（源菫之）
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山陰地域の三十六歌仙絵

錘 一

写真⑧手銭家蔵三十六歌仙画帖部分(柿本人麻呂）写真⑦手銭家蔵三十六

歌仙画帖表紙

写真⑨小鴨神社蔵三十六歌仙額全 体

I
…錨ぷ"“‘龍:竺皇坐三鐙謹患裁謹蕊雲:曾瀝巽鎚寡‘鱈響蕊誇蕊《!“趣-←…:"纂窯憩患…錨f“、“；-“"、‘＝一一､&_

写真⑩小鴨神社蔵三十六歌仙額部分（左一番）

－1r7q－
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箪溌蕊溌蕊 霧
赫倉鍵

…

写真⑪小鴨神社蔵 弓＝ 十六歌仙額裏書（左三番）

写真⑫八幡神社蔵三十六歌仙額 全 体
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山陰地域の三十六歌仙絵

写真⑬八幡神 社 蔵 三 十 六 歌 仙 額

裏書（慶長十年）

写真⑭八幡神社蔵三十六歌仙額

裏書（元禄三年）

Ｌ
ｎ
沙
旧
桝
塁

写真⑮八幡神社蔵三十六歌仙額裏書（貫之･赤人）〔赤外線撮影〕
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写真⑯八幡神社蔵三十六歌仙額人物（山辺赤人）〔赤外線撮影〕

写真⑰八幡神社蔵三十六歌仙額和歌部分（貫之．赤人）
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